
 
京都市消防局告示第１８号 

 平成９年９月２６日京都市消防局告示第３号（消防法第８条の２第１項の規

定に基づく共同防火管理を要する地下街の指定）の一部を次のように改めます。 

  令和５年２月２２日 

京都市消防局長 井上 元次 

改       正       前 

消防法第８条の２第１項の規定に基づく共同防火管理を要する地下街の指定 

 

消防法第８条の２第１項の規定に基づき、共同防火管理を要する地下街

を平成９年９月２６日から次のとおり指定します。 

 

名 称 所 在 地 区 域 

ゼスト御池地下街 
中京区御池通寺町東入下本能

寺前町４９２番地１ 
別 図 の と お り 

 

  



 
改       正       後 

消防法第８条の２第１項の規定に基づく統括防火管理を要する地下街の指定 

 

消防法第８条の２第１項の規定に基づき、統括防火管理を要する地下街

を昭和５５年１１月２７日から次のとおり指定します。 

名 称 所 在 地 区 域 

ゼスト御池地下街 
中京区御池通寺町東入下本能

寺前町４９２番地１ 
別 図 の と お り 

 

 

（消防局予防部予防課） 


